
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)おおおお申込人申込人申込人申込人（（（（保険契約者保険契約者保険契約者保険契約者））））のののの範囲範囲範囲範囲     

団体扱をご契約いただけるのは、以下の①～④の方のみです。②～④の方については、範囲拡大している団体に限ります。 

① 団体（大成建設）の社員※  ② 団体の系列会社の社員※  ③ 団体の退職者  ④ 団体の系列会社の退職者 

※社員とは団体および団体が保険加入を認めている系列会社に勤務され毎月給与を受けている方をいいます。団体に引続き雇用される期間が1年未満の方 

（アルバイト、臨時雇など）はご加入いただけません。 

(2)(2)(2)(2)補償補償補償補償のののの対象対象対象対象ととととななななれれれれるるるる方方方方（（（（記名被保険者記名被保険者記名被保険者記名被保険者））））のののの範囲範囲範囲範囲      (3)(3)(3)(3)保険保険保険保険のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる物物物物のののの所有者所有者所有者所有者のののの範囲範囲範囲範囲     
◆次のいずれかに該当する方 

① 契約者ご本人。 

② 契約者の配偶者。 

③ 契約者またはその配偶者の同居の親族。 

④ 契約者またはその配偶者の別居の扶養親族。 

 保険の対象となる物の所有者が、左記(2)の①～④のいずれかの方。 

ただし火災保険は、下記の【Ⅰ】の要件を満たす場合に限り、 

「⑤保険契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族」が所有する

物を保険の対象に含むものとします。 
【【【【ⅠⅠⅠⅠ】】】】①①①①～～～～④④④④のののの方方方方がががが、、、、⑤⑤⑤⑤のののの方方方方とととと共有共有共有共有するするするする物件物件物件物件をををを保険保険保険保険のののの対象対象対象対象とするとするとするとする場合場合場合場合。。。。    
 

(4)(4)(4)(4)対象対象対象対象となるとなるとなるとなる系列会社系列会社系列会社系列会社     

詳細は取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。 

(5)(5)(5)(5)対象対象対象対象となるとなるとなるとなる退職者退職者退職者退職者     

団体（大成建設）が保険加入を認めている退職者（系列会社の退職者を含む） 

 

 

 

 

 

 

 
 

★次の事由が発生した場合には保険期間の残り保険料を一括してお支払いただきます。①退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合。②保険料の

口座振替不能が発生したにもかかわらず振替日の翌日から 1 か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合。③資本関係の変更等により系列会社で

なくなった場合。④「保険料集金に関する契約書」に定められた定足数不足の場合等により団体扱特約が失効した場合。⑤その他、引受保険会社の契約

規定により必要とする場合。 

★三井住友海上火災保険株式会社は、団体扱火災保険を取り扱っておりません。 

★このチラシは団体扱制度の特徴を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず各商品のパンフレットおよび「重要事項説明書・契約概要のご説明・注

意喚起情報のご説明」をご覧ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。 

  ＜引受保険会社＞ 

あいおいあいおいあいおいあいおいニッセイニッセイニッセイニッセイ同和損害保険株式会社同和損害保険株式会社同和損害保険株式会社同和損害保険株式会社    株式会社損害保険株式会社損害保険株式会社損害保険株式会社損害保険ジャパンジャパンジャパンジャパン    

東京企業営業第五部 営業第一課 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 TEL:03-6266-5941 
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.aioinissaydowa.co.jp/ 

  （GB12H300132） 

本店営業第一部 第三課 

〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10 TEL:03-3231-4262 
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.sompo-japan.co.jp 

（SJ12-00394） 

東京海上日動火災保険株式会社東京海上日動火災保険株式会社東京海上日動火災保険株式会社東京海上日動火災保険株式会社    三井住友海上火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社    

担当課：建設産業営業部 営業第二課 

〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1 TEL:03-3285-1853 
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ 

（12-T-01337） 

企業営業第一部 第三課 

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 TEL:03-3259-6674 
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.ms-ins.com 

                           

   

＜取扱代理店＞ 大成有楽不動産大成有楽不動産大成有楽不動産大成有楽不動産株式会社株式会社株式会社株式会社    保険第一部保険第一部保険第一部保険第一部  

〒104-8330 東京都中央区京橋3-13-1 TEL: 03-3567-9413 FAX: 03-3564-0798        平成24年5月承認 

 

 

 

 

■保険契約者が、定年や転籍等のため保険期間中に退職した。 

■記名被保険者が変更となった。 

■記名被保険者・保険の対象となる物の所有者が、上記２(2)(3)に該当しなくなった。 

団体扱をご契約いただけるのは、保険契約者・記名被保険者が、それぞれ以下の(1)～(5)

に該当する場合となります。 

自動車保険の団体扱優良割引は、毎年5月 1 日から 4 月 30 日の間に
保険期間の初日を有するご契約に適用されます。団体扱優良割引率
は、当該団体全体における自動車保険のご契約台数、損害率に応じて
毎年5月1日に見直されます。 
 
火災保険の大口団体割引は、毎年10月 1日から9月30日の間に保険
期間の初日を有するご契約に適用されます。（地震保険には適用され
ません）。大口団体割引率は、当該団体全体における火災保険のご契
約件数に応じて毎年10月1日に見直されます。 

保険期間の中途で次のような事情変更が発生し、上記②の条件に合致しなくなった場合には、 

取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。 


